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【やまゆり館開館までの経緯】 
平成 17年 3 月 28 日に千代田町・霞ヶ浦町が合併し，かすみがうら市が誕生いたしました。この合併に伴

う合併協議会において，新市建設計画が策定され，その中で地域福祉センター整備事業が掲げられました。
そして，地域のシンボルとして高齢者の健康づくり，子育て支援などを核とすることを目標に，平成 17 年
度に市民 19 名からなる「（仮称）かすみがうら市地域福祉センター建設審議会」を発足し計 6回の審議会を
開催し，建設についての諮問された後，平成 18 年度に答申を得ました。ついては，施設の建設にあたり実
施設計を行う中で建設審議会の意見を十分に反映させながら，平成 19 年度から建設が開始され平成 20 年 4
月に開館いたしました。 
【名称について】 
 かすみがうら市総合計画中の「千代田地区に地域福祉の拠点を整備し，あじさい館（霞ヶ浦地区）との連
携による地域福祉活動の充実を図る」という位置付け，そして，合併に伴う行政サービスの均衡を図るため
の合併特例債事業であることから，名称については建設事業地である千代田地区のイメージを明確化する必
要があると思われました。そのため，当市の『花』を選定するために行われた一般公募の際に千代田地域に
おいて最も応募の多かった『やまゆり』*1 を勘案し，さらにゆりの花言葉は「純潔・無垢・威厳等」の意
味があり，福祉センター利用予定者である子どもからお年寄りまでのイメージにも当てはまることから，施
設名称を『やまゆり館』といたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

新市建設計画策定  平成 16 年度 
建設審議会発足   平成 17 年度から 18 年度 
実施設計      平成 18 年度 
建設工事      平成 19 年度 
開館        平成 20 年 4月 1 日 
【施設整備事業について】 
この施設整備事業は，合併特例債活用事業でありましたが，平成 19 年度よりまちづくり交付金も併せて

活用し，千代田市街地地区における，「にぎわい」と「うるおい」のある安全・安心の中心地区整備を目標
に掲げ，少子高齢化・核家族化が進む中で子どもからお年寄りまで安心して利用できる施設としました。 
【施設の概要について】 
・敷地面積 6,636.3 ㎡・建築面積 1,023.27 ㎡・延床面積 1,016.94 ㎡ 
・鉄筋コンクリート造（一部木造）１階建 
・駐車場台数６９台（内５台は身障者用） 
・開館日  月曜日から土曜日（日曜日・祝祭日・年末年始は休館） 
・開館時間 午前 9時 30 分から午後 9時 00 分まで 
・使用料  ホールを除く全館有料（詳細についてはお問い合わせください。） 

*1 やまゆりは旧千代
田町の花であるため
当該地域において回
答数が一番多くよせ
られた。 

＜市町村探訪＞ 

「かすみがうら市におけるまちづくりの取組み」 
～地域福祉センター「やまゆり館」の建設～ 
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 館内は，「子育て」・「健康」・「コミュニティ」の基本理念から成立っております。 
子育てルーム（キッズコーナー・談話コーナー・子育てコーナー・授乳室・子ども用 WC など）では，市

内外を問わず 3歳児まで（及びその保護者）を対象にご利用いただいております。また，育児に関する相談
も随時受け付けており，プライバシー保護のための相談室も備えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また健康づくりコーナーには，有酸素運動系機器 8台・筋力
系機器 6台（男女別更衣室及びシャワー室）を備えております。
現在，お年寄りに健康的な生活を送っていただくことを目的に，
毎週月・木曜日に 65 歳以上の一般高齢者を対象とした健康づく
り教室を開催しています。教室等以外の時間については，一般
の方に開放してご利用いただいております。 
 そして，コミュニティに関する部分としてホール・会議室・
足湯等が設置されており，ホールでは季節ごとの行事（七夕・ 
運動会等）を開催されるなど子どもからお年寄りまで楽しめる場の提供をしています。また，足湯について
は，健康づくりやコミュニティ活動も含めて様々な方にご利用いただいております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【利用状況】 
開館から 9ヶ月が経過し，これまで延べ 31,483 人（平成 20 年 11 月末日現在）の方が利用され，一日平

均 150 人前後の利用となっています。内訳として子育て関連の利用者が約 65％，健康づくり関連が約 20%
となっており，子育てと健康づくりへのニーズの高さが伺われます。 
【今後の展開】 
「子育て」・「健康」・「コミュニティ」の基本理念をさらに追求し，より良い施設運営とサービス提供がで
きるよう心がけるとともに，施設運営について指定管理者制度を見据えてまいります。 
 

【問い合わせ先】 
〒315-0052 かすみがうら市下稲吉 2423-9 

 かすみがうら市地域福祉センターやまゆり館 
 TEL／FAX：029-832-5601 
 E－MAIL ：yamayurikan@city.kasumigaura.ibaraki.jp 

秋に行われた運動会 
足湯 

健康づくりコーナー 

子育てルーム 子ども用 WC 




